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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の適応的な車両間隔制御および速度制御において，右側通行又は左側通行かを認
識する通行方向認識方法であって：
　自車両（１）で検出された，自車両（１）に対する対象（３，５，６，７）の相対速度
，自車両長手軸（２４）に対する対象（３，５，６，７）の側方の変位（横変位ｑ１，ｑ
２，ｑ３，ｑ４），および自車両（１）の速度（ｖ）が、適応的な車両間隔制御器および
／または速度制御器に供給され，
　前記対向して来る移動対象（３）が，自車両長手軸（２４）に対して左側の横変位（ｑ
３）を有している場合，右側通行であることが認識され，右側の横変位（ｑ３）を有して
いる場合，左側通行であることが認識され，
　前記停止している対象（５）の横変位（ｑ１，ｑ２）の絶対値が走行車線幅よりも小さ
いとき，前記停止している対象が，自車両長手軸（２４）に対して右側の横変位を有して
いる場合，右側通行であることが認識され，左側の横変位を有している場合，左側通行で
あることが認識され，
　右側通行か左側通行かに関する結果が，相互に妥当性検査され，右側走行と左側走行に
ついて検出された変化が、予め定められた期間の間、確実に認識された場合に、新たな右
側走行または左側走行の通行方向が表示されることを特徴とする，通行方向認識方法。
【請求項２】
　前記相対速度が負であり，該相対速度の絶対値が自車両の速度の絶対値よりも大きい場
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合，対向して来る移動対象が認識されることを特徴とする，請求項１に記載の通行方向認
識方法。
【請求項３】
　前記相対速度の絶対値が自車両の速度の絶対値とほぼ等しい場合に，前記停止している
対象が認識されることを特徴とする，請求項１または２に記載の通行方向認識方法。
【請求項４】
　前記相対速度が正である場合，前記自車両と同方向に移動するより高速の対象が認識さ
れることを特徴とする，請求項１から３のいずれかに記載の通行方向認識方法。
【請求項５】
　前記自車両と同方向に移動するより高速の対象が，自車両長手軸に対して左側の横変位
を有している場合，右側通行であることが認識され，右側の横変位を有している場合，左
側通行であることが認識されることを特徴とする，請求項１から４のいずれかに記載の通
行方向認識方法。
【請求項６】
　前記相対速度が負であって，かつ，前記相対速度の絶対値がゼロと自車両の速度の絶対
値との間にある場合に，自車両と同方向に移動するより低速の対象が認識されることを特
徴とする，請求項１から５のいずれかに記載の通行方向認識方法。
【請求項７】
　前記自車両と同方向に移動するより低速の対象が，自車両長手軸に対して右側の横変位
を有している場合，右側通行であることが認識され，左側の横変位を有している場合，左
側通行であることが認識されることを特徴とする，請求項１から６のいずれかに記載の通
行方向認識方法。
【請求項８】
　前記認識された通行方向は，表示装置を介して，運転者に伝えられることを特徴とする
，請求項１から７のいずれかに記載の通行方向認識方法。
【請求項９】
　自動車の適応的な車両間隔制御および速度制御において，右側通行又は左側通行かを認
識する通行方向認識装置であって：
　自車両（１）に対する対象の相対速度，自車両長手軸に対する対象の側方の変位（横変
位），自車両の速度を検出する手段を備え，
　前記自車両（１）に対する対象（３，５，６，７）の相対速度，自車両長手軸（２４）
に対する対象（３，５，６，７）の側方の変位（横変位ｑ１，ｑ２，ｑ３，ｑ４），およ
び自車両（１）の速度（ｖ）を利用して，
　前記対向して来る移動対象（３）が，自車両長手軸（２４）に対して左側の横変位（ｑ
３）を有している場合，右側通行であることが認識され，右側の横変位（ｑ３）を有して
いる場合，左側通行であることが認識され，
　前記停止している対象（５）の横変位（ｑ１，ｑ２）の絶対値が走行車線幅よりも小さ
いとき，前記停止している対象が，自車両長手軸（２４）に対して右側の横変位を有して
いる場合，右側通行であることが認識され，左側の横変位を有している場合，左側通行で
あることが認識され，
　右側通行か左側通行かに関する結果を相互に妥当性検査する手段（２２）を備え，右側
走行と左側走行について検出された変化が、予め定められた期間の間、確実に認識された
場合に、新たな右側走行または左側走行の通行方向が表示されることを特徴とする，通行
方向認識装置。
【請求項１０】
　前記相対速度および横変位を検出する手段は，レーダーセンサ，レーザーセンサ，超音
波センサ，ビデオセンサよりなる群から選択された１または２以上の装置であることを特
徴とする，請求項９に記載の通行方向認識装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は，特に自動車のための，最適な車両間隔制御および速度制御において，通行方
向を自動的に認識する通行方向認識方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば，非特許文献１を参照すると，レーダービームを発し，そのレーザービームが対
象で反射した部分波を受信する，間隔および速度制御器が知られている。ここで使用され
るＦＭＣＷ変調方法によって，受信されたレーダー部分波から，認識された対象の自車両
に対する相対速度と間隔を求め，これらに従って車両の速度を制御することが可能である
。このとき，前を走行する車両がある場合，速度制御は車両の間隔を一定に制御する意味
で行われ，前を走行する車両がない場合，速度制御は一定の速度を維持する意味で実施さ
れる。
【０００３】
　また，特許文献１を参照すると，右側通行であるかまたは左側通行であるかを認識する
方法と装置が知られている。交通の流れの支配的な統制は，当該車両に対向して来る他の
車両を用いて定められる。そのために，車両の側方のとりわけ方向性のある間隔Ｙに従っ
て頻度分布が形成され，さらにこの頻度分布の重心Ｓを定めて，該車両のどちら側にこの
重心があるかが求められる。このような通行方向の認識方法では，その認識の信頼性が乏
しい等の問題があった。
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１９６３７０５３号明細書
【非特許文献１】１９９６年２月２６－２９のＳＡＥインターナショナルコングレスアン
ドエキスポジション（SAE International Congress & Exposition）において公表された
，ヴィナー，ヴィッテ，ウーラーおよびリヒテンベルクの刊行物「アダプティブクルーズ
コントロールシステム－アスペクトおよび開発傾向」（"AdaptiveCruise Control System
-Aspects and Development Trends", Winner, Witte,Uhler und Lichtenberg）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は，従来の通行方向の認識方法が有する上記問題点に鑑みてなされたものであり
，本発明の目的は，自車両が走行する道路の通行方向を高い信頼性で認識し，それに応じ
て間隔制御器や速度制御器を調節することが可能となる，新規かつ改良された通行方向認
識方法および装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は，特に自動車のための，最適な車両間隔制御および速度制御において，通行方
向を自動的に認識して調節する通行方向認識方法および装置に関する。そのために，自車
両に対する対象の相対速度，自車両長手軸に対する対象の側方の変位（横変位），自車両
の速度が，最適な間隔制御器および速度制御器に供給される。そして，検出された，対向
して来る移動対象，停止している対象，自車両と同方向に移動するより高速の対象，自車
両と同方向に移動するより低速の対象またはそれらの組合せに従って，左側通行であるか
，右側通行であるかが決定される。
【０００７】
　本発明の核心は，高い信頼性でそのとき支配している通行方向（Verkehrssinns：交通
の流れの方向）を認識し，それに応じて間隔制御器および速度制御器を調節することが可
能な方法と，その方法を行い得る装置とを提供することである。通行方向の認識は，間隔
制御器および速度制御器にとって極めて重要である。というのは，個々の制御機能が通行
方向の認識を必要とするからである。
【０００８】
　例えば，自車両（自己の車両）よりも低速の車両に対しては，より高速の走行のために
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設けられている側からのみ追い越すことが許される。これは，例えば，中部ヨーロッパの
道路における右側通行の場合，左側の走行車線上でのみ追い越し可能であり，他の左側通
行の場合には，右の走行車線上でのみ追い越しが許される。
【０００９】
　本発明のある観点にによれば，これは，独立請求項に示した，自動車の車両間隔制御お
よび速度制御において，自車両が走行する道路の通行方向を認識する通行方向認識方法で
あって：車両間隔制御器および／または速度制御器に供給される，自車両で検出された，
自車両に対する対象の相対速度，自車両長手軸に対する対象の側方の変位（横変位），自
車両の速度よりなる群から選択された１または２以上の値を利用して，対向して来る移動
対象，停止している対象，自車両と同方向に移動するより高速の対象，自車両と同方向に
移動するより低速の対象，よりなる群から選択された１または２以上の対象を特定し，上
記１または２以上の対象に基づいて，左側通行であるか，右側通行であるかが認識される
ことを特徴とする，通行方向認識方法によって解決される。他の好ましい展開と形態は，
従属請求項から明らかにされる。
【００１０】
　本発明の範囲内において，「横方向の変位」，「側方の変位」という概念は，自車両の
前後方向に長く延びた自車両長手軸に対する，対象との最短の距離として定義される。従
って左側または右側の横方向に対する横変位も同様に定義される。この場合に左側の横変
位は，自車両の走行方向において，対象が，延長された車両軸線の左半分の平面上にある
ことを意味し，右側の横変位の場合には，自車両の走行方向において，対象となる車両が
，延長された自車両長手軸線によって限定される右半分の平面上にあることを意味する。
【００１１】
　さらに，車両に固定された対象センサに関する座標システムが定義される場合には，第
１のｖ－軸を走行方向，即ち，延長された自車両長手軸の方向に設けることができ，それ
に対して直角に交わる座標，ｑ－軸を設けることもできる。かかるｑ－軸は，横変位を定
義する。例えば，左側の横変位を横変位座標の正の方向とし，右側の横変位を負の横変位
座標とした場合，左側の横変位を正の横変位，右側の横変位を負の横変位として表すこと
ができる。さらに，本発明に関して，移動対象が自車両と同じ方向に移動しており，自車
両よりも大きい絶対速度を有している場合には，正の相対速度が定義される。従って，自
車両と同じ移動方向に移動しており，より小さい絶対速度を有する対象について，あるい
は自車両運動方向に対して反対方向に移動し，任意の速度を有している対象については，
負の相対速度が定義される。
【００１２】
　さらに，本発明の範囲内において「右側通行」という概念は，例えば中部ヨーロッパ，
アメリカ合衆国または世界の他の多くの国における，交通運転者が走行路の右側を走行す
る通行方向について使用される。それに対して「左側通行」という概念は，例えば英国，
日本あるいはオーストラリアがそうであるように，車両が走行路の左側を走行する通行方
向について使用される。
【００１３】
　対象が負の相対速度を有し，かつ，その相対速度の絶対値が自車両の速度の絶対値より
も大きい場合に，上記対向して来る移動対象が認識されるとしても良い。
【００１４】
　また，検出された，対向して来る移動対象が，自車両長手軸に対して左側の横変位を有
する場合，右側通行が認識され，右側の横変位が認識された場合，左側通行が認識される
としても良い。
【００１５】
　相対速度の絶対値が自車両の速度の絶対値にほぼ等しい（例えば，両値が所定範囲内で
ある）場合に，上記停止している対象が認識されるとしても良い。
【００１６】
　また，横変位の絶対値が走行車線幅よりも小さい，停止している対象が，自車両長手軸
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に対して右側の横変位を有する場合に，右側通行が認識され，横変位の絶対値が走行車線
幅よりも小さい，停止している対象が，自車両長手軸に対して左側の横変位を有する場合
に，左側通行が認識されるとしても良い。
【００１７】
　自車両に対する相対速度が正である場合に，自車両と同方向に移動する，より高速の対
象が認識されるとしても良い。
【００１８】
　また，検出された，自車両と同方向に移動する，より高速の対象が，自車両長手軸に対
して左側の横変位を有する場合に，右側通行が認識され，検出された，自車両と同方向に
移動する，より高速の対象が，自車両長手軸に対して右側の横変位を有している場合に，
左側通行が認識されるとしても良い。
【００１９】
　自車両に関する相対速度が負であって，相対速度の絶対値がゼロと自車両の速度の絶対
値との間にある場合に，上記自車両と同方向に移動する，より低速の対象が認識されると
しても良い。
【００２０】
　また，検出された，自車両と同方向に移動する，より低速の車両が，自車両長手軸に対
して右側の横変位を有する場合に，右側通行が認識され，検出された，自車両と同方向に
移動する，より低速の対象が，自車両長手軸に対して左側の横変位を有している場合に，
左側通行が認識されるとしても良い。
【００２１】
　好ましくは，右側通行と左側通行のための認識方法が相互に妥当性について調べられる
。本発明の範囲内における認識方法として，１つには，対向して来る移動目標を用いての
通行方向認識が考えられ，他にも，停止している対象による通行方向の認識，自車両と同
方向に移動する，より高速の対象による通行方向の認識，および自車両と同方向に移動す
る，より低速の対象による通行方向認識が考えられる。これらの認識方法の各々は，左側
通行または右側通行という結果を導出するか，あるいは結果を生じない。
【００２２】
　例えば，隣接する走行車線上で移動する，より高速の，あるいはより低速の対象の検出
は，多車線の道路上でのみ可能であって，このような多車線の道路においては対向して来
る移動目標の検出が不可能な場合がある。同時に，対向して来る移動目標を検出する場合
に，自車両と同方向に移動する，より高速またはより低速の対象の検出が不可能になる場
合がある。すなわち，妥当性検査の範囲内において，必ずしも上記に示したすべての方法
が同一の結果をもたらすとは限らず，個々の方法が何ら結果をもたらさないこともあり得
る。しかし，妥当性検査の範囲内においては，左側通行または右側通行の通行方向を認識
した複数の認識方法の結果を相互に比較することが必要であり，その場合に，個別システ
ムの誤認をできるだけ小さく抑えるために，通行方向を認識することができたすべての認
識方法は一致しなければならない。
【００２３】
　さらに，妥当性検査の範囲内において，かかる結果の時間的な平均を導出することがで
きるので，他の（逆の）通行方向を短時間認識した場合であっても，即座に，それが運転
者に伝えられ，それによって最適な間隔および速度制御が切替えられることにはならない
。最適な間隔制御器および速度制御器の切替えと，新しい通行方向の表示が行われる前に
，この新しく認識された通行方向が予め定められた期間の間，確実に認識される必要があ
る。その結果，短時間のノイズによって通行方向認識の切替えがもたらされること無くな
る。この新たな通行方向が確実に認識された場合に，初めて運転者に伝えられ通行方向の
切替に関する処理が行われる。
【００２４】
　さらに，認識された通行方向が表示装置を介して運転者に伝えられるとしても良い。こ
れは，例えばコントロールランプの点灯によって，あるいはダッシュボードのディスプレ
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イ内の明文表示またはシンボル表示によって行われる。
【００２５】
　さらに，検出された対象の自車両長手軸に関する側方の変位を求めることができる，検
出された対象との間隔，対象の相対速度および，検出された対象のアジマス角度を定める
手段が，レーダーセンサ，レーザーセンサ，超音波センサ，ビデオセンサまたはそれらの
組合せであると効果的である。
【００２６】
　また，本発明に基づく方法は，自動車の最適な間隔および速度制御の制御装置のために
設けられている制御素子の形式で実現することができる。その場合に制御素子上にプログ
ラムが記憶されており，そのプログラムは計算装置上，特にマイクロプロセッサまたは信
号プロセッサ上で遂行可能であって，かつ本発明に基づく方法を実施するのに適している
。従って，本発明は制御素子上に格納されているプログラムによって実現され，このプロ
グラムを供給する制御素子も，プログラムが実施するのに適した方法と同様に，本発明を
表すこととなる。制御素子として，特に電気的なメモリ媒体，例えばリードオンリーメモ
リを使用することができる。
【００２７】
　本発明の他の特徴，利用可能性および利点は，図面の図に示される，本発明の実施形態
についての以下の説明から明らかにされる。その場合にすべての記載され，あるいは図示
されている特徴は，それ自体または任意の組合せにおいて，特許請求項における要約ある
いはその帰属に関係なく，かつ明細書または図面におけるその表現または表示に関係なく
，本発明の対象を形成する。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように，本発明によれば，自車両が走行する道路の通行方向を高い信頼性
で認識する。この結果に応じて間隔制御器と速度制御器を調節することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３０】
　図１には，本実施形態の車両の駆動における，第１の環境状況が示されている。図１に
は，自車両としての車両１が示されており，その車両は，例えば最適な間隔制御および速
度制御のための対象センサ２を有している。この自車両１は，道路上を速度ｖで移動して
おり，このとき移動方向は，延長された自車両長手軸２４の方向を指している。
【００３１】
　図１には，さらに，他の車両３が示されており，それは対向する走行車線上を速度ｖ１
で移動している。車両１の対象センサ２は，車両３が対象検出領域内へ進入するとすぐに
車両３を認識し，車両３の車両１に対する間隔，自車両１に対する相対速度，および，そ
のアジマス角が検出される。かかる間隔（距離）とアジマス角を用いて横変位ｑ３を算出
することができ，その横変位は延長された自車両長手軸２４に対する対象３の最短の距離
を表している。
【００３２】
　さらに，対象センサ２は，延長された自車両長手軸２４の方向の第１の座標軸（ｖ－座
標）と，横方向の変位を表すｑ－値４のための第２の座標軸とを備えた，座標システムを
有している。図示の例において，横変位ｑは，左側の横変位を正の値に，右側の横変位を
負の値に定義している。もちろん，ｑ－軸の方向を異なるように定め，それによって左側
の横変位と右側の横変位（ｑ）をその符号において逆にすることも可能である。
【００３３】
　上記対象センサ２は，絶対値的に自車両の速度ｖよりも大きい負の相対速度ｖｒｅｌを
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有し，同時に左側の横変位を有する，対向して来る対象を比較的長い期間にわたって認識
した場合には，それに基づいて右側通行と推定することができる。また，同時に右側の横
変位を有する，対向して来る対象３が比較的長い期間にわたって認識された場合には，左
側通行と推定することができる。
【００３４】
　さらに，図１には，停止している対象５が示されており，その対象はこの例においては
走行路の路肩に配置されている。これは，例えば，案内柱，交通標識，橋脚，立木，ガー
ドレールまたは他の道路端の移動しない対象であるとしても良い。対象センサ２は，道路
端にある対象５も検出し，相対速度と自車両の速度ｖとの比較から，それが停止している
対象に相違ないことを認識する。
【００３５】
　対向して来る対象による認識方法の他の認識方法として，停止している対象５が評価さ
れる。自車両１の速度ｖと，対象５の相対速度との絶対値を比較して，両速度の絶対値が
ほぼ一致する場合に，道路の両側に停止している対象を認識することができる。この停止
している対象５について，横変位ｑ１，ｑ２が計算され，その場合に横変位ｑ１は，延長
された自車両長手軸２４の一方の側においてのみ，車線幅よりも小さくなることがある。
それに対して対向車線の向こう側に停止している対象５は，延長された自車両長手軸２４
に対して，走行路幅よりも大きい横変位ｑ２を有している。その場合に走行路の平均的な
幅は，間隔制御器および速度制御器内に平均値として記憶することができ，例えば３．４
メートルと３．８メートルの間で表される。
【００３６】
　図２には，特に多車線道路上を走行する場合に生じるような，他の環境状況が示されて
いる。ここでは，対象センサ２を搭載した，自車両１が示されている。この自車両１は，
この例においては，３車線道路の中央の走行車線上を移動している。左の隣接した走行車
線上では他の車両６が移動しており，その車両は，車両１の速度ｖよりも大きい速度ｖ２
で走行中である。さらに第３の車両７が示されており，その車両は，自車両１の速度ｖよ
りも小さい速度ｖ３で駆動される。速度ｖ２で移動している車両６は，少し前に自車両１
を追い越しており，自車両１の速度ｖよりも小さい速度ｖ３で駆動される車両７は，まも
なく自車両１によって追い越される。
【００３７】
　本実施形態に基づく駆動の間，車両６，７は対象センサ２の対象検出領域内に留まり，
それによってこの対象センサは，これらの車両の間隔，その相対速度およびアジマス角を
測定する。さらに，自車両１の速度は，速度センサ１０によって認識される。それに基づ
いて車両６，７の絶対速度が計算され，同様にして延長された自車両長手軸２４に対する
それらの横変位ｑ４，ｑ５も計算される。
【００３８】
　対象センサ２が，車両１に対して正の相対速度を有する，即ち自車両１よりも高速で移
動する車両を認識し，同時に左側の横変位ｑ４が存在する場合，通行方向は右側通行と推
定され，右側の横変位が存在する場合，通行方法は左側通行と推定される。対象センサ２
によって，負の相対速度を有する車両７が認識され，その場合に絶対速度ｖ３の絶対値が
ゼロと自車両の速度ｖの間にある場合，それはより低速の車両であるが，自車両１と同じ
移動方向で走行している。この車両７に対して右側の横変位ｑ５（本例においては負のｑ
－値で表すことができる）が求められた場合に，認識装置は右側通行であると推定し，よ
り低速の車両が延長された自車両長手軸２４に対して左側の横変位ｑ５を有する場合（正
のｑ－値），左側通行と推定する。
【００３９】
　図３には，本実施形態に基づく装置のブロック回路図が示されている。間隔および速度
制御装置８が示されており，それは特に入力回路９を有している。入力回路９によって，
間隔および速度制御器８への入力信号が供給される。これらの入力信号は，例えば対象セ
ンサ２から来るものであって，その対象センサ２は例えばレーダーセンサ，レーザーセン
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サ，超音波センサ，ビデオセンサまたはそれらの組合せとして形成することができる。ま
た，対象センサ２は，認識された対象の相対速度，間隔および延長された自車両長手軸２
４に関するアジマス角を表すこともできる。
【００４０】
　さらに，入力回路９には，自車両１の速度を求める速度センサ１０から速度信号が供給
される。他の入力量装置として特に操作部材１１が設けられており，その操作部材１１に
よって間隔および速度制御器８はオンオフ可能，調節可能および操作可能となる。入力回
路９へ供給された変量は，データ交換設備１２によって計算装置１３へ供給される。計算
装置１３は，例えばマイクロプロセッサまたはデジタルの信号プロセッサとして形成され
ており，入力量から車両速度を制御するための操作信号と他の出力量を計算する。この計
算装置１３内に，特に，本実施形態に基づく方法が，例えば計算機ソフトウェアの形式で
設けられており，その計算機ソフトウェアが本実施形態に基づく方法によって入力量から
出力信号を形成する。
【００４１】
　計算装置１３によって形成された出力信号は，データ交換設備１２によって出力回路１
４へ供給され，その出力回路１４が，特に操作信号を，車両の，内燃機関１５の出力を定
める操作部と減速装置１６へ出力する。計算装置１３が，自車両１に対する加速要請を受
けた場合には，例えば電気的に制御可能な絞り弁，貯蔵噴射システムの燃料調量装置また
は燃料噴射ポンプの電気的に制御可能な制御ロッドであり得る，出力を定める操作部１５
へ，それに応じた操作信号が供給され，操作部がその操作信号を加速へと変換する。
【００４２】
　ここで，計算装置１３が自車両１に対する減速要請を受けた場合には，車両の減速装置
１６へ減速信号が供給される。この減速信号は，例えば電子油圧的なブレーキまたは電気
的に駆動されるサーボブレーキであり得る，電気的に操作可能なブレーキ装置によって，
車両減速に変換することができる。さらに，出力回路１４が表示装置１７へ信号を出力し
，その表示装置が運転者に，どの通行方向が認識されて，現在間隔および速度制御器８内
で調節されているかを知らせる。表示装置１７は，例えば車両のダッシュボード内の明文
表示とすることができ，あるいは車両の計器板内に１つまたは複数のコントロールライト
を有することができる。
【００４３】
　図４において，機能ブロック１８から２１は，通行方向に関する様々な認識方法を示し
ている。これらの様々な認識方法は，並行して遂行することができ，かつその結果を妥当
性検査段２２へ供給する。すなわち，ブロック１８においては，例えば車両３によって示
されているような，対向して来る移動対象（目標）に従って通行方向が求められる。ブロ
ック１９においては，例えば走行路端の制限５によって示されているような，停止してい
る対象に従って通行方向が求められる。ブロック２０においては，例えば図２における車
両６によって示されるような，自車両と同方向に移動する，より高速の対象に従って通行
方向が，右側通行であるか，あるいは左側通行であるか，または結果を確認できないかに
ついて求められる。ブロック２１においては，例えば図２における車両７によって示され
るような，自車両と同方向に移動する，より低速の対象に基づいて，現在の通行方向が求
められる。
【００４４】
　ブロック１８から２１において個々の認識方法によって求められた結果が，妥当性検査
段２２へ供給され，左側通行，右側通行の結果を出力し，あるいは結果を出力できない。
幾つもの認識方法が主として多車線の走行路上で機能し，かつ他の認識方法は，対面交通
があり，各走行方向に対して１車線のみが設けられている走行路上で機能する。しかし，
必ずしもすべての方法が一義的な結果を供給できるわけではなく，不確実な通行方向が出
力される曖昧な状態がある。妥当性検査段２２は，右側通行または左側通行をもたらした
結果が，互いに対して矛盾するかを調べる。
【００４５】



(9) JP 4723220 B2 2011.7.13

10

20

30

　そのために，結果を求めることができなかった認識方法の結果は考慮されないが，左側
通行または右側通行をもたらした結果は，全部が一義的な結果をもたらさなければならな
い。すなわち右側通行または左側通行をもたらしたすべての結果は，同時に同一の結果も
有するはずである。この妥当性検査段２２によって，右側通行または左側通行が認識され
た場合には，この通行方向は比較的長い期間にわたって安定して認識されなければならず
，すなわちこの期間の間に他の方向の通行方向への切替えが行われてはならない。
【００４６】
　予め定められた期間にわたって通行方向が認識された場合には，この通行方向がブロッ
ク２３において間隔および速度制御器へ伝達される。同制御器８はこの情報を所定の走行
機能または制御パラメータを調節するために必要とする。さらに，ブロック２３によって
表示装置１７が駆動され，その表示装置１７は運転者に現在認識されている通行方向につ
いて知らせる。さらに，運転者が，手動で介入し，かつ通行方向の手動の設定によって通
行方向認識を調節することもできる。この可能性は，通行方向が誤って認識された場合に
，運転者が自動的な認識を否定して，制御器に現在有効な正しい通行方向を設定できるこ
とを保証するものである。
【００４７】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に基づく駆動の間に生じる可能性のある，第１の環境状況を示している。
【図２】本発明に基づく駆動の間に生じる可能性のある，第２の環境状況を示している。
【図３】本発明に基づく装置の実施形態を示す概略的なブロック図である。
【図４】本発明に基づく方法の実施形態を示す概略的なブロック図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　自車両
３　対向して来る移動目標
５　停止している対象
６　自車両と同方向に移動する，より高速の対象
７　自車両と同方向に移動する，より低速の対象
８　速度制御器
２４　自車両長手軸
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